
「実質府債残高」…府の独自指標。全会計府債残高から、臨時

財政対策債、減税補てん債、減収補てん債及び臨時税収補て

ん債の残高を除いたもの ⇒ 適切でないのでは？

出所：府政だより
平成２３年４月１７日号

u将来世代に負担を先送りしない！？
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